
　　　　　　　　　　　平成２０年第１回砂川市議会定例会

                                            平成２０年３月１３日（木曜日）第４号
〇議事日程                                                                    　
　　　　　　開議宣告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日程第　１　議案第１４号　砂川市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について　
            議案第１５号  砂川市後期高齢者医療に関する条例の制定について　　　　
            議案第１６号  職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条
　　　　　　　　　　　　　例の制定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
            議案第１７号  砂川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　　　　　　　　の制定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
            議案第１８号  砂川市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について　
　　　　　　議案第１９号  砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定について　　
　　　　　　議案第２０号　砂川市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につ
　　　　　　　　　　　　　いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　議案第２１号　砂川市立病院診療費等徴収条例の一部を改正する条例の制定
　　　　　　　　　　　　　について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　議案第２２号　砂川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい
　　　　　　　　　　　　　て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　議案第２３号　砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する
　　　　　　　　　　　　　条例の制定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　議案第２４号　砂川市永く住まいる（住宅改修）助成条例の一部を改正する
　　　　　　　　　　　　　条例の制定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　議案第２５号　砂川市まちなか住まいる等（住宅建設又は購入）促進条例の
　　　　　　　　　　　　　一部を改正する条例の制定について　　　　　　　　　　　
　　　　　　議案第　７号　平成２０年度砂川市一般会計予算　　　　　　　　　　　　
　　　　　　議案第　８号　平成２０年度砂川市国民健康保険特別会計予算　　　　　　
　　　　　　議案第　９号　平成２０年度砂川市下水道事業特別会計予算　　　　　　　
　　　　　　議案第１０号　平成２０年度砂川市老人医療事業特別会計予算　　　　　　
　　　　　　議案第１１号　平成２０年度砂川市介護保険特別会計予算　　　　　　　　
　　　　　　議案第１２号　平成２０年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算　　　　　
　　　　　　議案第１３号　平成２０年度砂川市病院事業会計予算　　　　　　　　　　
　　　　　　散会宣告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〇本日の会議に付した事件                                                    　　
日程第　１　議案第１４号　砂川市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について　
            議案第１５号  砂川市後期高齢者医療に関する条例の制定について　　　　
            議案第１６号  職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条
　　　　　　　　　　　　　例の制定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
            議案第１７号  砂川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　　　　　　　　の制定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
            議案第１８号  砂川市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について　
　　　　　　議案第１９号  砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定について　　
　　　　　　議案第２０号　砂川市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につ
　　　　　　　　　　　　　いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　議案第２１号　砂川市立病院診療費等徴収条例の一部を改正する条例の制定
　　　　　　　　　　　　　について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　議案第２２号　砂川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい
　　　　　　　　　　　　　て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　議案第２３号　砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する
　　　　　　　　　　　　　条例の制定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　議案第２４号　砂川市永く住まいる（住宅改修）助成条例の一部を改正する
　　　　　　　　　　　　　条例の制定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　議案第２５号　砂川市まちなか住まいる等（住宅建設又は購入）促進条例の
　　　　　　　　　　　　　一部を改正する条例の制定について　　　　　　　　　　　
　　　　　　議案第　７号　平成２０年度砂川市一般会計予算　　　　　　　　　　　　
　　　　　　議案第　８号　平成２０年度砂川市国民健康保険特別会計予算　　　　　　
　　　　　　議案第　９号　平成２０年度砂川市下水道事業特別会計予算　　　　　　　
　　　　　　議案第１０号　平成２０年度砂川市老人医療事業特別会計予算　　　　　　
　　　　　　議案第１１号　平成２０年度砂川市介護保険特別会計予算　　　　　　　　
　　　　　　議案第１２号　平成２０年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算　　　　　
　　　　　　議案第１３号　平成２０年度砂川市病院事業会計予算　　　　　　　　　　

〇出席議員（１３名）
　　　議　長　北　谷　文　夫　君　　　　　　　　副議長　東　　　英　男　君
　　　議　員　武　田　圭　介　君　　　　　　　　議　員　増　田　吉　章　君
              飯　澤　明　彦　君                        中　江　清　美　君
              吉　浦　やす子　君                        一ノ瀬　弘　昭　君
              尾　崎　静　夫　君                        土　田　政　己　君
              辻　　　　　勲　君                        小　黒　　　弘　君
              沢　田　広　志　君

〇欠席議員（１名）
      議　員　矢　野　裕　司　君

　　　　　　　　　〇　議　会　出　席　者　報　告　〇
１．本議会に説明のため出席を求めた者は次のとおりである。
　　　砂　　　川　　　市　　　長　　　　　菊　　谷　　勝　　利



　　　砂川市教育委員会委員長　　　　　佐　　藤　　正 一 郎
　　　砂　川　市　監　査　委　員　　　　　喜　　多　　堅　　二
　　　砂川市選挙管理委員会委員長　　　　　曽　　我　　治　　彦
　　　砂川市農業委員会会長　　　　　奥　　山　　俊　　二
２．砂川市長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。
　　　副市長          小　　原　　幸　　二
　　　市立病院長　　　　　小　　熊　　　　　豊
　　　総務部長                            　
                                　　　　　善　　岡　　雅　　文
      兼会計管理者                            　
　　　市民部長　　　　　井　　上　　克　　也
　　　経済部長　　　　　是　　枝　　　　　喬
      建設部長          西　　野　　孝　　行
      建設部技監          金　　田　　芳　　一
　　　市立病院事務局長　　　　　奥　　山　　　　　昭
      市立病院事務局審議監          小　　俣　　憲　　治
      市立病院事務局技監          中　　村　　俊　　夫
      総務課長          古　　木　　信　　繁
　　　広報広聴課長　　　　　湯　　浅　　克　　己
３．砂川市教育委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。
　　　教育長　　　　　四 反 田　　孝　　治
　　　教育次長　　　　　宮　　下　　政　　敏
４．砂川市監査委員の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。
　　　監査事務局局長　　　　　中　　出　　利　　明
５．砂川市選挙管理委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。
　　　選挙管理委員会事務局長　　　　　善　　岡　　雅　　文
６．砂川市農業委員会会長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。
　　　農業委員会事務局長　　　　　是　　枝　　　　　喬
７．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。
　　　事　　　務　　　局　　　長　　　　　角　　丸　　誠　　一
　　　事　　務　　局　　次　　長　　　　　加 茂 谷　　和　　夫
　　　庶務係長　　　　　小 田 原　　弘　　明

�　　　議事係長　　　　　石　　川　　早　　苗
開議　午前　９時５９分
　　　　◎開議宣告
〇議長　北谷文夫君　おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。
　本日の会議に欠席の届け出のあった方を事務局長に報告させます。
　事務局長。
〇議会事務局長　角丸誠一君　本日の会議に欠席と届け出のありました議員は、矢野裕司議員であります。
〇議長　北谷文夫君　議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
　直ちに議事に入ります。

　　　　◎日程第１　議案第１４号　砂川市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定に
　　　　　　　　　　　　　　　　　ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
            　　　　議案第１５号  砂川市後期高齢者医療に関する条例の制定について
            　　　　議案第１６号  職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改
　　　　　　　　　　　　　　　　　正する条例の制定について　　　　　　　　　　　
            　　　　議案第１７号  砂川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正
　　　　　　　　　　　　　　　　　する条例の制定について　　　　　　　　　　　　
            　　　　議案第１８号  砂川市特別会計条例の一部を改正する条例の制定に
　　　　　　　　　　　　　　　　　ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第１９号  砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ
　　　　　　　　　　　　　　　　　いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第２０号　砂川市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の
　　　　　　　　　　　　　　　　　制定について　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第２１号　砂川市立病院診療費等徴収条例の一部を改正する条
　　　　　　　　　　　　　　　　　例の制定について　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第２２号　砂川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制
　　　　　　　　　　　　　　　　　定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第２３号　砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を
　　　　　　　　　　　　　　　　　改正する条例の制定について　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第２４号　砂川市永く住まいる（住宅改修）助成条例の一部を
　　　　　　　　　　　　　　　　　改正する条例の制定について　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第２５号　砂川市まちなか住まいる等（住宅建設又は購入）促
　　　　　　　　　　　　　　　　　進条例の一部を改正する条例の制定について　　　
　　　　　　　　　　議案第　７号　平成２０年度砂川市一般会計予算　　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第　８号　平成２０年度砂川市国民健康保険特別会計予算　　
　　　　　　　　　　議案第　９号　平成２０年度砂川市下水道事業特別会計予算　　　
　　　　　　　　　　議案第１０号　平成２０年度砂川市老人医療事業特別会計予算　　
　　　　　　　　　　議案第１１号　平成２０年度砂川市介護保険特別会計予算　　　　
　　　　　　　　　　議案第１２号　平成２０年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算　
　　　　　　　　　　議案第１３号　平成２０年度砂川市病院事業会計予算　　　　　　
〇議長　北谷文夫君　日程第１、議案第１４号　砂川市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について、議案第
１５号  砂川市後期高齢者医療に関する条例の制定について、議案第１６号  職員の勤務時間及び休暇等に関する条
例の一部を改正する条例の制定について、議案第１７号  砂川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条
例の制定について、議案第１８号  砂川市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１９号  砂川
市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２０号　砂川市福祉医療費助成条例の一部を改正する条
例の制定について、議案第２１号　砂川市立病院診療費等徴収条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２



２号　砂川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２３号　砂川市介護保険条例の一部を
改正する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２４号　砂川市永く住まいる（住宅改修）助成条例の一
部を改正する条例の制定について、議案第２５号　砂川市まちなか住まいる等（住宅建設又は購入）促進条例の一部
を改正する条例の制定について、議案第７号　平成２０年度砂川市一般会計予算、議案第８号　平成２０年度砂川市
国民健康保険特別会計予算、議案第９号　平成２０年度砂川市下水道事業特別会計予算、議案第１０号　平成２０年
度砂川市老人医療事業特別会計予算、議案第１１号　平成２０年度砂川市介護保険特別会計予算、議案第１２号　平
成２０年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算、議案第１３号　平成２０年度砂川市病院事業会計予算の１９件を一
括議題とします。
　各議案に対する提案者の説明を求めます。
　総務部長。
〇総務部長　善岡雅文君　（登壇）　それでは、私のほうから議案第１４、１５号、１６号、１７号についてご説明
を申し上げます。
　まず最初に、議案第１４号　砂川市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定についてご説明申し上げます。
　制定の理由は、地方公務員法の一部が改正され、職員の資質の向上に資すると認められる場合における大学等課程
の履修または国際貢献活動のための休業の制度が設けられたことから、当該制度に関し必要な事項を定めるため、本
条例を制定しようとするものであります。自己啓発等休業とは、職員みずからが自己資質の向上に資するために大学
等の課程の履修や国際貢献活動を行うための休業を認めるもので、公務員の身分のまま３年以内の無給の休業を認め
るものであります。
　ページをおめくりいただきたいと思います。第１条は、この条例の趣旨であり、地方公務員法第２６条の５第１
項、第５項、第６項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものであります。
　第２条は、自己啓発等休業の承認についての定めで、在職期間が３年以上の職員が申請した場合において、公務の
運営に支障がなく、かつ当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認められる場合に承認することができるもの
であります。
　第３条は、休業の期間の定めであり、大学等の履修のための休業は２年を基本とし、国際貢献活動のための休業は
３年とするものであります。
　第４条は、地方公務員法第２６条の５第１項による条例で定める教育施設の定めであり、第１号は学校教育法に定
める大学専攻科及び大学院。第２号は、第１号の大学以外の教育施設で、学校教育に類する教育を行うもののうち、
他の法律により大学、大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設。第３号は、前２号のほか公務
能力の向上に資するため、高度な教育課程を実施する施設として、規則で定める教育施設。以上の３号に定められる
ものを教育施設とするものであります。
　第５条は、地方公務員法第２６条の５第１項に定める奉仕活動の定めで、独立行政法人国際協力機構が独立行政法
人国際協力機構法に基づき、みずから行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動をいうものでありま
す。
　第６条は、承認の申請方法の定めで、規則で定めるところにより、申請しなければならないとするものでありま
す。
　第７条は、休業期間の延長の定めで、第１項では、第３条に規定する休業期間を超えない範囲で延長を申請するこ
とができるもので、第２項では、延長の回数の定めで、延長は一度限りとするものです。第３項は、第２条の承認の
定めは、延長の承認について準用するものであります。
　第８条は、休業の承認の取り消し事由の定めで、法第２６条の５第５項による条例の定めで、第１号は、大学等の
課程の履修や国際貢献活動をやめた場合に承認を取り消すものであります。第２号は、休業している職員が正当な理
由がなく大学等の課程を休業や頻繁に欠席したり、その者の参加している奉仕活動の全部もしくは一部を行っていな
いことが判明した場合承認を取り消すもので、第３号は、当該職員の申請に係る大学等課程の履修、国際貢献活動に
支障が生じている場合取り消すものであります。
　第９条は、報告の定めであり、自己啓発等休業している職員は、任命権者から求められた場合のほか前条の定めの
事実が発生した場合は、理由とその他必要な事項を任命権者に報告しなければならない定めで、第２項は、自己啓発
等休業をしている職員と定期的な連絡をとり、履修状況や活動状況を把握するよう努めるとするものであります。
　第１０条は、職務復帰の定めで、承認期間が満了したときまたは承認が取り消されたときは、職務に復帰するもの
であります。
　第１１条は、職務復帰後の給料の調整の定めで、他の職員と均衡上必要があると認められるときは、職員として特
に有用と申し上げとめられる場合は１００分の１００以下の換算率により、それ意外は１００分の５０以下の換算率
で引き続き勤務していたものとして、復帰日から、復帰日が、復帰日か最初の昇給日に調整することができるとする
ものであります。
　第１２条は、委任規定で、必要な事項は規則で定めるとするものであります。
　附則として、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであります。
　次ページをお開きください。附属説明資料、砂川市職員の自己啓発等休業に関する規則（案）について説明をいた
します。
　第１条は、この規則の制定趣旨であり、自己啓発等休業の実施に関し必要な事項を定めるものであります。
　第２条は、条例第３条に定める自己啓発等休業の期間の特例の定めであります。大学院で修業年数が２年を超え、
３年を超えないものについては特例として３年の休業期間を認めるものであります。
　第３条は、条例第４条第３号に定める高度な教育課程を実施する教育施設として、社団法人日本看護協会が資格認
定する認定看護師資格を取得するために必要な認定看護師教育課程を実施する教育機関として定めるものでありま
す。
　第４条及び第５条は、休業の承認、期間延長の申請手続を定めたものであります。
　規則は、規則の施行日で、平成２０年４月１日から施行するものであります。
　以上、よろしくご審議を賜りたいと存じます。
　続きまして、議案第１５号　砂川市後期高齢者医療に関する条例の制定についてご説明を申し上げます。
　制定の理由は、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正され、後期高齢者医療制度が創設されたこと
に伴い、市が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定めるため、本条例を制定しようとするものでありま
す。
　裏面をお開き願います。砂川市後期高齢者医療に関する条例でありますが、初めに条例制定の経緯についてご説明
を申し上げます。後期高齢者医療制度につきましては、平成１８年６月に老人保健法が高齢者の医療の確保に関する
法律に改正され、平成２０年４月１日から、７５歳以上の方と６５歳から７４歳までの一定の障害のある方を対象と
した医療制度として実施されることとなりました。この後期高齢者医療の運営については、北海道後期高齢者医療広
域連合が主体となりますが、法令により市町村の事務として被保険者証等の交付、各種届け出の受理などの窓口業務
と保険料の徴収、さらに法により普通徴収にかかわる保険料の納期は市町村の条例で定めることとされていることか
ら、砂川市が行う後期高齢者医療の事務、その他必要な事項を定めるため、本条例を制定しようとするものでありま
す。
　第１条は、本条例の趣旨規定であります。



　第２条、本市が行う事務で、保険料の徴収並びに法令等に規定するもののほか、第１号から第８号に記載の事務
で、広域連合条例に定めている葬祭費の支給に係る申請書の受け付け、保険料の額の通知書の引き渡し、保険料の徴
収猶予、減免に係る申請書の受け付けとこれらの申請に対する広域連合の処分に係る通知書の引き渡しなどの事務で
あります。
　第３条は、砂川市が保険料を徴収すべき被保険者の規定であります。
　第４条は、普通徴収に係る保険料の納期を第１期から第６期までと定めるものであります。また、この納期により
がたい場合の納期等の規定であります。
　第５条は、延滞金の割合等を定めるものであります。
　第６条は委任規定、第７条から第９条は過料の規定をそれぞれ定めるものであります。
　附則として、第１条は施行期日で、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであります。
　第２条は、平成２０年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収と、徴収の特例で、いわゆるサラ
リーマン等の父母等で医療保険を支払っていない方に対する特例で、半年間凍結とするものでございます。普通徴収
による納期をですから第４期から第６期までとし、またこの納期によりがたい場合は１０月１６日以降に別に市長が
定める時期とするものであります。
　第３条は、延滞金の割合の特例で、当分の間、納期限の翌日から一月を経過する期間に、一月を経過する期間に係
る延滞金の割合の規定であります。
　５ページには、附属説明資料として砂川市後期高齢者医療に関する条例施行規則（案）を添付してございます。項
目としましては、趣旨規定、保険料の徴収額の通知、延滞金に係る減免の手続、過誤納に係る還付加算金の算定につ
いてでありますので、ご高覧をお願いいたしたいというふうに存じます。
　以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
　続きまして、議案第１６号　職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明
を申し上げます。
　改正の理由は、国家公務員の休息時間制度の廃止に伴い、本市職員の休息時間を廃止するとともに、地方公務員の
育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児短時間勤務職員の勤務時間等について定めるため、本条例の一部を
改正しようとするものであります。この条例改正により、国家公務員と同様に現在１日２回各１５分の休息時間を廃
止することとし、また育児短時間勤務制度の実施のため、育児短時間勤務職員の勤務時間について定めるものであり
ます。なお、休息時間を廃止することにより、昼の休憩を１２時から１時間とすることから、市役所の閉庁時間は現
在より１５分間延長され、午後５時１５分までとなるものであります。
　改正の内容については、附属説明資料でご説明をいたします。
　第２条第２項は、育児短時間勤務職員制度の制定に伴い、育児短時間勤務職員の１週間当たりの勤務時間は、承認
を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定めるもの、定めるとするもので、地方公務員の育児休業等に関
する法律に定められている１週間の勤務時間の２分の１、５分の３、８分の５となる勤務時間とするものでありま
す。
　第２条第３項は、第２項に育児短時間勤務職員の定めを加えたことに伴い、１項繰り下げたもので、育児短時間勤
務職員の制度化に伴い、再任用短時間職員の定義を詳細に定めるよう改めたものであります。
　第３条第１項の改正は、育児短時間勤務職員の週休日、勤務時間の割り振りの定めを加えたもので、日曜日、土曜
日以外の月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けることができるものとする改正であります。
　同条第２項は、ただし書きに育児短時間勤務職員の勤務時間の割り振りの定めを加えるもので、１週間について１
日、７時間４５分を超えない範囲で割り振ることとするものであります。
　同条第３項は、変則勤務の者の勤務の割り振りを定めるもので、４週間の範囲で育児短時間勤務の勤務内容に従
い、勤務を割り振るもので、再任用短時間職員については前条第３項に定める時間となるように割り振ることができ
るとするものであります。
　第４条第２項は、育児短時間勤務職員の変則勤務職員の週休日の定めを加えるもので、４週間について８日間以上
の週休日を設けることとするものであります。
　第７条は、休息時間を廃止するため、条を削除するものであります。
　第８条第１項、第２項は、育児短時間勤務職員の宿日直、時間外勤務に関する定めを加えるもので、育児短時間勤
務職員についても公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、宿日直勤務や勤務時間から引き続く時
間外勤務を命ずることができるものとする定めであります。
　第１２条は、有給休暇の定めで、育児短時間勤務職員は勤務時間を考慮して、規則で定めるものとするものであり
ます。
　次に、附則でありますが、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであります。
　以上、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
　続きまして、議案第１７号　砂川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申
し上げます。
　改正の理由は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児短時間勤務制度を導入するとともに
一部条文の整理を図るため、本条例の一部を改正しようとするものであります。
　改正内容については、附属説明資料にてご説明を申し上げます。
　第１条は、条例の趣旨で、地方公務員法の育児休業に関する法律に育児短時間勤務制度が定められたことにより、
第１０条第１項及び第２項、第１４条、第１５条を加えるものであります。
　第２条第６号は、文言の修正であります。
　第９条は、育児休業をした職員の退職手当の取り扱いでありますが、当市が加入している北海道市町村職員退職手
当組合の退職手当条例が改正されたことにより、この条例で定めることが不用となったことから、削除するものであ
ります。
　第１０条は、育児短時間勤務することができない職員の定めで、第１号から第６号まで定めております。
　第１１条は、育児短時間勤務を再度行う場合の特例の定めで、第１号から第６号までに該当する場合に育児短時間
勤務を再度取得できるものであります。
　第１２条は、育児短時間勤務職員の勤務形態の定めで、育児休業法に定められている勤務形態のほか、勤務時間条
例第４条第１項の規定の適用を受ける交代制勤務の場合の勤務形態の定めであり、それぞれ通常の勤務者と比べ２分
の１、５分の３、８分の５の勤務となるようにするものであります。
　第１３条は、育児短時間勤務の取り消し事由の定めで、第１号から第３号までに該当する場合に育児短時間勤務が
取り消されるものであります。
　第１４条は、退職手当の取り扱いで、育児短時間勤務の期間中の職員が退職する場合、退職手当の基礎となる給料
月額は育児短時間勤務しなかった場合の給料月額とするものであります。
　第１５条は、育児短時間勤務職員の定めを第１０条から第１４条まで追加したため、現行の第１０条を繰り下げる
ものであります。本条は、部分休業することができない職員の定めであり、第２号に育児短時間勤務職員を加え、現
行の第２号以下を１号ずつ繰り下げるものであります。
　第１６条は、現行の第１１条を繰り下げるものであります。
　第１７条は、現行の第１２条を繰り下げるものであります。



　第１８条は、承認取り消しの準用規定で、現行の第１３条を繰り下げ、第５条を第１３条を準用するよう改めるも
のであります。
　第１９条は、現行の第１４条を繰り下げるものであります。
　次に、附則でございますが、第１項は施行期日で、平成２０年４月１日から施行するものであります。
　第２項は、この条例により育児短時間勤務職員の勤務を定めたことから、育児短時間勤務の職員は勤務時間の割合
に応じて給与等を減額するよう、砂川市職員給与条例の一部を改正するものであります。
　第２条の改正は、育児短時間勤務職員に関する勤務時間条例の定義を加えるものであります。
　第２条の２の改正は、条文整理であります。
　第２条の３は、第２条の２の次に新たに加えるもので、育児短時間勤務職員の給料月額の定義であり、給料月額は
勤務する時間に応じて算出するものであります。
　第５条は、条文の整理であります。
　第１２条第２項の改正は、通勤手当の支給の定めで、育児短時間勤務職員の通勤手当を通勤回数に応じて支給する
ものであります。
　第１３条第２項の改正は、特殊勤務手当の支給の定めで、育児短時間勤務職員の特殊勤務手当は月額を単位として
いる場合について、勤務時間に応じた算出率で支給するものであります。
　第２２条の改正は、時間外勤務手当の単価の定めで、育児短時間勤務職員の単価は、１日の勤務時間が８時間未満
の場合、１時間当たりの給与額に１００分の１００を乗じて得た額とするものであります。
　第３３条は、期末手当の支給の基礎となる給料月額の定めで、育児短時間勤務職員は勤務時間に応じて算出される
前の給料月額とするものであります。
　第３６条は、勤勉手当の支給の基礎となる給料月額の定めで、期末手当同様、勤務時間に応じて算出される前の給
料月額とするものであります。
　以上、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　市民部長。
〇市民部長  井上克也君  （登壇）　私から議案第１８号、１９号、２０号、２２号、２３号の５議案についてご説
明申し上げます。
　初めに、議案第１８号　砂川市特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
　改正の理由でありますが、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたことに伴い、後期高齢者医
療事業に関する収入及び支出について特別会計を設けるため、本条例の一部を改正しようとするものであります。
　次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市特別会計条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容
につきましては３ページ、附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正
後となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。
　第１条は、設置規定であり、現行「及び介護保険事業」を改正後は「、介護保険事業及び後期高齢者医療事業」に
改めるものであります。
　第２条は、歳入及び歳出の定めで、第２条に第６号の後期高齢者医療事業会計、この会計においては、後期高齢者
医療保険料、一般会計繰入金及び諸収入をもって歳入とし、総務費、納付金その他の諸支出金をもって歳出とするを
加えるものであります。具体的に申し上げますと、後期高齢者医療制度の運営は、北海道後期高齢者医療広域連合が
行うこととなりますが、法令により、市町村の事務として保険料の徴収及び被保険者証交付などの窓口業務を行うこ
ととなります。このことから、年金からの特別徴収等による後期高齢者医療保険料、療養給付費、事務費等に係る市
からの一般会計繰入金及び広域連合からの健康診査受託収入等の諸収入をもって歳入とし、一般管理費及び徴収費か
ら成る総務費、徴収した保険料及び一般会計から繰り入れた療養給付費分等を広域連合へ納付する納付金、健康診査
実施分の保健事業費とその他の諸支出金をもって歳出とするものであります。
　附則として、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであります。
　以上、よろしく審議賜りますようお願いを申し上げます。
　続いて、議案第１９号　砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
　改正の理由でありますが、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたことに伴い、無料で戸籍事
項の証明を行うため、本条例の一部を改正しようとするものであります。
　次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市手数料条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容に
つきましては３ページ、附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。左が現行、右が改正後、改正部分に
つきましてはアンダーラインを表示してございます。
　第３条は、手数料の徴収規定であり、第３条第１項第６号中、現行「又は石綿による健康被害の救済に関する法律
第８３条」を改正後は「、石綿による健康被害の救済に関する法律第８３条又は高齢者の医療の確保に関する法律第
１３６条」に改めるものであります。
　附則として、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであります。
　以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
　続いて、議案第２０号　砂川市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
　改正の理由は、北海道老人医療給付事業が廃止されたこと及び老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改
正されたことに伴い、本条例の一部を改正しようとするものでありますが、ここで北海道老人医療給付事業について
申し上げます。北海道老人医療給付事業につきましては、平成１６年度に北海道医療給付事業の改正に伴い、平成２
０年３月末で廃止されることとなり、平成１６年度改正時点で昭和１４年７月３１日以前生まれの方に対し、以前生
まれの方に対象者が限定されたため、現在の対象者は満６８歳の一部と６９歳で、所得が一定以下のひとり暮らしの
老人の方などに限られております。
　それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例でありま
すが、改正の内容につきましては３ページ、附属説明資料、新旧対照表でご説明申し上げます。左が現行、右が改正
後であります。改正部分は、アンダーラインを表示しております。
　第１条は、目的であり、現行第１条中「老人、」を削除するものであります。
　第２条は、定義であり、現行第２条第１号及び第２号を削除し、第３号を改正後は第１号とし、現行第４号から第
７号までを改正後は２号ずつ繰り上げるものであります。また、第８号キ、老人保健法を改正後は高齢者の医療の確
保に関する法律（以下「高齢者医療確保法」という。）に改め、第６号とし、現行第９号、第１０号を改正後は第７
号、第８号とするものであります。
　４ページをお開きいただきたいと存じます。現行第１１号、自己負担金を改正後は第９号とし、ア及びイを改正す
るものであります。改正後の内容につきましては、北海道老人医療給付事業の廃止による老人の削除と老人保健法が
高齢者医療確保法に改正されたことによる文言整理であります。
　５ページの第３条は、助成の対象者の定めであり、現行第１号を削除し、第２号から第４号までを改正後は１号ず
つ繰り上げるものであります。
　第４条は、助成の範囲の定めであり、現行第１号を削除し、第２号から第４号までを改正後は１号ずつ繰り上げる
ものであります。
　附則として、この条例は平成２０年４月１日から施行するものであります。
　以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。



　続いて、議案第２２号　砂川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。
　改正の理由でありますが、健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、国民健康保険の一部負担金の負担割合
等が変更されたことに伴い、本条例の一部を改正しようとするものであります。
　次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市国民健康保険条例の一部を改正する条例でありますが、改正の
内容につきましては３ページ、附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。左が現行、右が改正後であ
り、改正部分につきましてはアンダーラインを表示してございます。
　第７条は、一部負担金の定めであり、第１項について、現行第１号中「３歳に達する日の属する月の翌月」を改正
後は「６歳に達する日以後の最初の３月３１日の翌日」に、現行第２号中「３歳に達する日の属する月」を改正後は
「６歳に達する日以後の最初の３月３１日」に改めるものであり、これは乳幼児に対する一部負担金２割負担の対象
年齢について、現行３歳未満を小学校就学前までに引き上げるものであります。
　次に、現行第３号中「１０分の１」を改正後は「１０分の２」に改めるものであり、これは７０歳以上７５歳未満
の一部負担金について、現行１割負担を改正後は２割負担とするものでありますが、国の自己負担凍結措置により１
年間は現行の１割負担に据え置くこととなります。
　次に、現行第４号を改正後は国民健康保険法第４２条第１項第４号の規定が適用される者である場合、１０分の３
に改めるものであります。
　第８条は、出産育児一時金の定めであり、現行第２号中に改正後は「第９条第２項において同じ。」を加えるもの
であります。
　４ページをお開きいただきたいと存じます。第９条は、葬祭費の定めであり、改正後は第２項として、前項の規定
にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員
等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合
には、行わないを加えるものであります。
　第１０条は、保健事業の定めであり、現行第１０条中に、改正後は「法第７２条の５に規定する特定健康診査等を
行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、」を加え、現行第４号から第７号を削除し、第８号を改正
後は第４号とするものであります。
　第１６条及び第１７条は、現行「国民健康保険法」を改正後は「法」にそれぞれ改めるものであります。
　附則として、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであります。
　以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
　続いて、議案第２３号　砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申
し上げます。
　改正の理由でありますが、介護保険法施行令の一部が改正され、平成１８年度及び平成１９年度に講じた保険料の
激変緩和措置を平成２０年度においても継続することができることとなったことから、当市においても同措置を延長
するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。
　裏面をお開き願います。砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例は、記載のとおり砂川市
介護保険条例の一部を改正する条例（平成１８年条例第１３号）の一部を次のように改正するものでありますが、平
成１８年条例第１３号では、附則第３条で平成１８年度及び平成１９年度における保険料率の特例を定めておりま
す。ここで、附則で特例を定めた経過について申し上げますと、平成１７年の税制改正の影響で、被保険者の収入が
同じであっても市町村民税の非課税者が課税者へ移行し、急激に保険、介護保険料が上昇することを避ける配慮か
ら、平成１８年度、平成１９年度の２年間激変緩和措置を図ったところであります。このたびの介護保険法施行令の
改正は、平成２０年度も市町村の判断で保険料率の算定基準の特例を設けて、平成１９年度と同様の激変緩和措置を
継続することができることとなったことから、本条例の一部を改正するものであります。
　それでは、改正の内容につきましてご説明申し上げますので、５ページ、附属説明資料の新旧対照表をごらんいた
だきたいと存じます。向かいまして左が現行、右が改正後となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを
表示してございます。
　附則第３条の見出しでありますが、現行「平成１８年度及び平成１９年度における保険料率の特例」を改正後は「
平成１８年度、平成１９年度及び平成２０年度における保険料率の特例」に改めるものであります。
　現行第３条第１項は平成１８年度の激変緩和措置を、第２項は平成１９年度の激変緩和措置を保険料率の特例とし
て定めておりますが、改正後は平成２０年度の激変緩和措置として第３項を加えることとし、平成１９年度の激変緩
和措置と同様の内容で保険料率を定めるものであります。したがって、改正後第３項第１号は、条例本文第４条第４
号に該当するものであって、世帯全員が税制改正がなければ第４条第１号に該当するもの、３万１８７２円、以下記
載のとおり、第２号、３万１，８７２円、第３号、３万４，９４４円、第４号、６ページの３万８，４００円、第５
号、３万８，４００円、第６号、４万１，４７２円、第７号、４万４，５４４円は、現行第２号の平成１９年度にお
ける保険料率の特例と同額となるものであります。
　附則として、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであります。
　以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　建設部長。
〇建設部長  西野孝行君  （登壇）　議案第２４号、第２５号をご説明いたします。
　初めに、議案第２４号　砂川市永く住まいる（住宅改修）助成条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申
し上げます。
　改正の理由は、北海道が定める補助制度を活用し、既存住宅の耐震化を促進することにより安心して住み続けられ
る居住環境の向上に資するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。本条例においては、これまでも
住宅構造部等の補強工事を助成対象工事としておりますが、北海道において既存住宅耐震改修事業補助金交付要綱を
定め、既存民間住宅の耐震改修工事に対する助成制度を創設したため、同制度を本条例に取り入れることにより、耐
震改修工事を行う住宅所有者への助成措置の拡大を図るとともに、市の財政負担の軽減等図ろうとするものでありま
す。
　それでは、砂川市永く住まいる（住宅改修）助成条例の一部を改正する条例につきましては、３ページの附属説明
資料ナンバー１の新旧対照表でご説明申し上げます。
　表の右側が改正後でありますが、第１５条を第１６条とし、第１４条の次に第１５条として耐震改修工事の規定を
加えるものであり、この条例に定めるもののほか、耐震診断の結果により、耐震性能が建築基準法その他関係法令の
規定に適合しないと判定された住宅をこれらの規定に適合するように耐震改修工事を行う場合の助成金の交付対象
者、助成金の対象となる耐震改修工事の種類等及び助成金の額等については、第３条、第４条及び第５条の規定にか
かわらず、砂川市既存住宅耐震改修費助成金交付規則に定めると規定するものであります。
　附則として、この条例は、平成２０年４月１日から施行し、同日以後に住宅改修工事の請負契約を締結し、又は着
工するものから適用するものであります。
　５ページの附属説明資料ナンバー２をごらんいただきたいと存じます。砂川市既存住宅耐震改修費助成交付規則（
案）をご説明いたします。
　第１条は、趣旨規定であり、この規則は、条例第１５条の規定により行う耐震改修工事で、北海道既存住宅耐震改
修事業補助金交付要綱の対象となる助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものであります。
　第２条は、助成金の交付対象者の規定であり、第１項は、助成金の交付を受けることができる者は、第１号で住所



要件と居住要件を、第２号で市税を滞納していないことの要件を定めておりますが、このいずれにも該当しなければ
ならないとする規定であり、第２項の規定は、安心住まいる助成条例による助成を受ける者は、助成金の交付対象と
しないとする規定でございます。これは、ハートフル住まいる助成制度においては、中古住宅の購入にあわせて住宅
改修を行う場合を除き、同一人が重複して制度を利用することを制限しておりますが、本規則においても制限規定を
設ける必要があるものについて規定しているものでございます。
　第３条は、助成金の対象となる耐震改修工事の種類等の規定であり、第１項は、昭和５６年５月31日以前、現在の
耐震基準が定められた建築基準法の改正前に着工された住宅で、耐震診断の結果により建築基準法その他関係法令の
規定に適合するように行う耐震改修工事及びその附帯工事を助成金の対象工事とする規定であり、附帯工事には、外
壁、断熱改修等を含むとするものであります。ただし書は、併用住宅または共同住宅にあっては、対象者が居住の用
に供する部分を助成金の対象とする規定であります。
　第２項は、助成の対象となる住宅についての規定であり、住宅の外壁の中心線から隣地境界または道路境界までの
水平距離が専用住宅及び併用住宅にあっては７メートル以内、共同住宅にあっては建物の高さ以内に建設されている
ものを対象とする規定であります。
　第３項は、耐震診断の方法について、国土交通省告示等に基づくものとする旨規定するものであります。
　第４条は、助成金の額等の規定であり、耐震改修工事にかかわる助成金の額は、第１号では改修工事の費用の１割
に相当する額で、３０万円を限度とする額。ただし、助成金の額が２０万円に満たない場合は２０万円とし、改修の
費用が２０万円を下回る場合は改修費用の額とする規定であります。
　第２号は、租税特別措置法に規定する所得税額の特別控除の額を助成金の額に含めて規定するものであります。こ
れは、租税特別措置法において、個人が耐震改修工事を行った場合、２０万円を上限として耐震改修に要した費用の
１０％相当額を所得税額から控除する耐震改修促進税制が施行されておりますが、この租税特別措置法の適用を受け
るためには本規定が必要とされているものであります。
　第１項では、第１号及び第２号の合計額を助成金の額とする旨規定するものでありますが、第２項では、助成金の
交付額については前項に定める合計額から第２号の所得税額の特別控除の額を差し引いて交付すると規定するもので
あります。
　第３項は、助成金の額に１，０００円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるとする規定であり、第４項は、
砂川市まちなか住まいる等促進条例の規定により中古住宅購入費の助成を受ける者が、この規則による耐震改修工事
費用の助成をあわせて受ける場合については、前２項の規定により交付する額に当該条例による助成額を加えて交付
し、その限度額を５０万円または７０万円とする旨の規定でありますが、本規則による助成を優先して限度額を算定
することとしているものであります。
　第５項は、併用住宅または共同住宅の耐震改修工事を行う場合についての耐震、対象工事費について、対象者が居
住に供する部分の床面積を案分で算出し、改修工事費用を乗じて得た額を助成金の対象工事費とする旨規定するもの
であります。
　第５条は、その他として、この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定めるとするものであります。
　附則として、この規則は、平成２０年４月１日から施行するものとし、第２項では、平成２１年３月３１日限り、
その効力を失うとするものであります。
　次ページには、参考資料として永く住まいる助成条例と既存住宅耐震改修費助成金交付規則（案）の助成内容を比
較した表を添付しておりますので、ご高覧をいただきたいと存じます。
　以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
　続きまして、議案第２５号　砂川市まちなか住まいる等（住宅建設又は購入）促進条例の一部を改正する条例の制
定についてご説明申し上げます。
　改正の理由は、中古住宅購入に係る助成要件のうち、耐震診断に関する評価基準が国から新たに示されたため、本
条例の一部を改正しようとするものであります。
　砂川市まちなか住まいる等（住宅建設又は購入）促進条例の一部を改正する条例につきましては、３ページの附属
説明資料、新旧対照表でご説明申し上げます。表の左が現行規定、右が改正後の規定であり、改正部分はアンダーラ
インで表示しております。
　第４条、ただし書の中古住宅の助成要件のうち、現行「住宅金融公庫が定める耐震評価基準に適合しているもの」
を改正後は「耐震性能が建築基準法その他関係法令の規定に適合しているもの」と改めるものでございます。
　附則として、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであります。
　以上、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　市立病院事務局長。
〇市立病院事務局長　奥山　昭君　（登壇）　議案第２１号　砂川市立病院診療費等徴収条例の一部を改正する条例
の制定についてご説明申し上げます。
　改正の理由は、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたことに伴い、本条例の一部を改正しよ
うとするものであります。
　裏面をお開きいただきたいと存じます。説明に当たりまして、３ページ、附属説明資料の砂川市立病院診療費等徴
収条例新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後となっております。改正部分につ
きましては、アンダーラインで表示しております。
　第２条中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改めるものであります。
　附則といたしまして、この条例は、平成２０年４月１日から施行するものであります。
　以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　１０分間休憩します。
休憩  午前１０時５４分
再開  午前１１時０４分
〇議長　北谷文夫君　休憩中の会議を再開します。
　休憩前に引き続いて理事者の提案説明を求めます。
　総務部長。
〇総務部長　善岡雅文君　（登壇）　議案第７号　平成２０年度砂川市一般会計予算についてご説明を申し上げま
す。
　まず、予算書の１ページで、第１条は歳入歳出予算でありますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０
４億５，０００万円と定めるものであります。
　この予算は、平成１９年度６月の政策予算と比較しますと２億４，４７２万５，０００円の減となり、対前年比で
２．３％の減としたところであり、２年連続の減額予算となるものであります。
　第２条は、継続費でありますが、９ページ、第２表、継続費に記載のとおり、南吉野団地建設工事１億９，９２０
万円について、平成２０年度から平成２１年度までの２カ年の継続事業として、それぞれ年割り額を定めるものであ
ります。
　第３条は、地方債でありますが、１０ページ、第３表、地方債に記載のとおり、臨時地方道整備事業債以下５件に
ついて限度額の合計を１０億２，３８０万円と定めるものであります。
　第４条は、一時借入金でありますが、一時借入金の借り入れの最高額を３０億円と定めるものであります。



　まず初めに、平成２０年度の予算編成は、行政改革を進める中で市民にもご負担をいただき、また特別職を初め職
員にも人件費削減の協力をいただき、人件費の平成１９年度前倒し実施分も含め１億５，０００万円ほどの歳入の確
保並びに経常経費の削減に努めることができました。１２月議会では、行政改革の条例にかかわるご審議をいただ
き、市民並びに議会のご理解を賜り、スムーズに予算編成ができたことに心より感謝を申し上げます。
　それでは、内容の説明を申し上げますが、市政執行方針の２５ページに平成２０年度予算大綱説明資料を添付して
ございますので、これに沿って説明してまいります。歳出のほうからご説明いたしますので、２９ページをお開きい
ただきたいと存じます。予算書についても各事業ごとに説明をしておりますので、本資料につきましても同じように
表示をしたところであります。説明につきましては、予算書のページを記載しておりますが、ページは省略をさせて
いただきます。また、各項目の頭に付してある一つ丸は継続事業であり、二重丸は新規事業、アンダーラインを付し
てあるのは細節の新規事業であります。なお、括弧内の数字は、前年度予算額であります。それでは、二重丸の新規
事業、アンダーラインの細節の新規事業を中心に説明をしてまいりたいと存じます。
　１款議会費で一つ丸、議会の運営に要する経費の備品購入費９万９，０００円は、特別委員会等記録調製用アンプ
及びマイクロホンミキサーの更新に係る経費であります。
　２款総務費は２億４，０１５万１，０００円で、昨年と比較して３億４，４５０万円の減となりますが、これは砂
川市土地開発公社経営健全化対策として実施した西豊沼地区公社用地等の買収費１億１５７万８，０００円の減、さ
らには都市再生推進事業費で１億６，８５２万５，０００円の減、これにつきましては昨年実施した旧市民会館の、
市民会館、それから旧青少年会館、福寿園の解体工事に係る工事費の減、さらに知事、道議、市長、市議、参議院議
員選挙費で４，６４４万３，０００円の減が主な要因であります。
　新規事業や増減の主なものを申し上げますが、１目一般管理費の二重丸、市制施行５０周年記念事業に要する経費
１７２万９，０００円は、昭和３３年７月１日に市制が施行され、５０周年を迎えるに当たり開催する記念式典、記
念事業に係る経費であります。記念式典は、６月２８日を予定し、市内１７団体による実行委員会を組織し、地域交
流センターゆうで式典及び砂川市民劇団心呂座による公演を行います。また、ＮＨＫによるラジオ公開番組、冠事業
として劇団四季によるミュージカル等を考えているところでございます。
　２目文書広報費の二重丸、市政ガイドブック作成に要する経費６万３，０００円は、平成１７年度発行した「砂川
市みんなの便利帳」の改訂版でＡ４判２０ページ、１，５００部を経費をかけず手づくりで作成する経費でありま
す。
　５目財産管理費の一つ丸、財産管理に要する経費で、地方公営企業等金融機構出資金３００万円は、国が設置して
いる公営企業金融公庫が平成２０年１０月１日に廃止され、この機能を引き継ぐ組織として全国の地方自治体の出資
による地方公営企業等金融機構が設立されます。全体の出資額は、現公庫の資本金と同額の１６６億円を基本とし、
標準財政規模と貸付残高を勘案して算出された砂川市の負担分を計上するものであります。同じく、一つ丸、庁舎の
維持管理に要する経費で電話交換機設備更新工事費７９０万円は、昭和６０年に更新されて以来２２年が経過した市
役所電話交換機設備の更新経費であり、故障や修理不能となった場合は３台の電話機での対応となり、市民サービス
に多大な影響を与えることから、更新をするものであります。また、公民館の電話交換機と統合するとともに、光電
話通信に移行することで電話料の節減を図るものであります。同じく、一つ丸、共用車の管理に要する経費で車両管
理員報酬１８１万２，０００円は、車両センターの組織機構の見直しにより、施設の維持管理及び除排雪等について
は土木課、車両の維持管理、更新及び車両事故の処理等については総務課の所管とすることから、車両管理員の報酬
を計上するものであります。
　６目企画費の二重丸、移住定住促進に要する経費３４万７，０００円は、平成１９年度に引き続き、移住による新
たな需要の創出と市の活性化を目指して移住定住促進事業に取り組むもので、本年度新たに北海道移住促進協議会に
加入し、全国に情報の発信を図るものであります。
　１０目市民生活推進費の一つ丸、北地区コミュニティセンターの管理に要する経費の備品購入費２５万８，０００
円は、平成１８年度から実施しております自動体外式除細動器の公共施設への配置として、本年度はこのほか南地区
コミュニティセンター、豊沼小学校、砂川小学校、中央小学校、北光小学校に配置し、本年度で市内１６カ所の配置
が終了するものであります。
　１１目情報化推進費の一つ丸、情報化推進に要する経費でネットワーク機器購入費９５０万円は、砂川市のネット
ワークと外部の通信を制御し、内部のネットワークの安全を維持するための機器及びネットワークに流れるすべての
通信の行き先を振り分ける機器の更新と地方公共団体間のネットワークであるＬＧＷＡＮのサービス提供設備の更新
に係る経費であります。
　１２目電算管理費の一つ丸、電算管理に要する経費で住民基本台帳システム改修委託料５２万５，０００円は、平
成２０年８月から裁判員制度が開始されることに伴い、既存のシステムから裁判所に提出する裁判員候補予定者のデ
ータを作成するためのプログラム改修に係る経費で、全額国費によるものであります。
　１４目ヘリポート費の一つ丸、ヘリポートの維持管理に要する経費で、ヘリポート定期検査手数料９万６，０００
円、測量等委託料１０万８，０００円、場内標識標示修繕工事費７３万５，０００円は航空法の規定により国土交通
省による検査を受けるために必要な検査手数料、測量及び図面作成、場内標識、標示の修繕等であり、備品購入費２
６万３，０００円は消火栓ホースの購入に係る経費であります。
　１目戸籍住民基本台帳費の一つ丸、住民基本台帳ネットワークシステム管理に要する経費でシステム購入費６２０
万円は、平成１４年に導入されたシステム機器について国の指導により、平成２０年５月までに安定運用、セキュリ
ティー維持のため更新するものであります。
　２目農業委員会委員選挙費１６７万４，０００円は、３年に１回の選挙に係る経費であります。
　次に、３０ページ、３款民生費は１４億１，１８４万４，０００円で、昨年と比較して８，０８８万円の減となり
ますが、北・西保育所建設事業費３，７８０万９，０００円の減、平成１６年８月から年齢を段階的に引き上げて実
施されていた道の老人医療給付制度が平成１９年度で廃止となることに伴う老人医療費扶助１，１４０万円の減が主
な要因であります。
　１目社会福祉総務費の二重丸、福祉世帯水道料金等補助金７４４万２，０００円は、砂川市水道料金等助成条例に
基づき、生活保護、母子、７０歳以上の老人、重度身体障害者世帯に対し水道料金等の一部を助成する経費でありま
す。同じく、二重丸、障害福祉計画策定に要する経費２１万７，０００円は、障害者自立支援法により義務づけら
れ、障害者福祉サービスの総量や確保の方策を定める計画の平成２１年度から２３年度までの第２期目を策定する経
費であります。
　３目身体障害者福祉費の一つ丸、身体障害者対策に要する経費で身体障害者福祉協会創立５０周年記念事業補助金
９万円は、砂川身体障害者福祉協会が５０周年を迎え、１０月１１日に記念式典を開催することから、記念誌発行経
費等の一部について助成するものであります。
　５目老人福祉費の一つ丸、在宅老人対策に要する経費で緊急通報装置設置委託料１４万２，０００円、緊急通報装
置購入費４９万９，０００円は、耐用年数を迎えた機器について計画的に１０台を更新する経費であります。
　１目児童福祉費の二重丸、障害児地域支援体制整備に要する経費８０万円は、国の障害児地域支援体制整備事業に
より、保育所、子育て支援センター等に全額国費により療育、保育備品を整備するものであります。
　４款衛生費は５億２，１４８万４，０００円で、昨年と比較して３，６５１万円の減となりますが、本年度より基
本健康診査が各保険者の責任で実施することとなったことから、委託料で１，９０４万１，０００円の減、保健衛生
組合負担金でごみ処理施設、クリーンプラザくるくるの管理委託料４，６２０万円の減とエコバレーへの可燃ごみ焼



却処理委託料２，８５４万４，０００円の増などにより、差し引き１，３１６万７，０００円の減が主な要因であり
ます。
　２目予防費の一つ丸、健康教育に要する経費で備品購入費７３万１，０００円は、市内事業所を訪問し、生活習慣
病につながる健診データの移譲が始まる４０歳代、５０歳代を中心に血圧、血糖、腹囲の測定、健康相談等生活習慣
病予防普及啓発を行うため、血糖値測定器などを購入する経費で、道補助３分の２を受けて実施するものでありま
す。
　４目環境衛生費で一つ丸、砂川地区保健衛生組合負担金３億８７７万１，０００円は、エコバレーの可燃ごみ焼却
処理委託料の２年間の値上げ措置としてトン当たり１万５，９６０円から２５％アップの１万９，９５０円となった
ことによる２，８５４万４，０００円の増と５年ごとに行われるくるくるの機器の取りかえ及び整備に係る経費であ
る管理委託料４，６２０万円の減などにより砂川市の負担分が減となるものであります。
　５款労働費は１，０９４万１，０００円で、昨年と比較して２５５万９，０００円の減となります。
　１目労働諸費の二重丸、季節労働者対策に要する経費２２万５，０００円は、平成１８年度に冬期技能講習給付金
等が廃止され、平成１９年度から季節労働者雇用対策の通年雇用促進支援事業として新たに創設された国の事業に砂
川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町が４地区合同の協議会を設置し、事業に取り組むための負担金であります。
　６款農林費は３，１７９万７，０００円で、昨年と比較して１４７万２，０００円の減となります。
　２目農業振興費の二重丸、農地・水・環境保全活動支援事業に要する経費７６１万９，０００円は、経営所得安定
対策等実施要綱に定められた事業で、平成１９年度から２３年年度までの５カ年間、地域の農村環境を取り戻し、自
然循環型機能の維持増進のため農業者が地域ぐるみで行う共同事業に対して、国２分の１、道４分の１、市町村４分
の１の割合で支援するものであります。
　１目林業振興費の一つ丸、林業振興対策に要する経費で森林作業員就業条件整備事業負担金２万３，０００円は、
林業の担い手の確保を図るため、森林作業員、事業主、市町村及び道が一定の金額を負担し合い、就労日数に応じて
作業員へ奨励金を支給する砂川市負担分であります。同じく、二重丸、公的分収林整備推進事業費５万５，０００円
は、砂川市森林整備事業計画に基づき砂川市と分収契約を締結した公的分収林を整備するもので、殺そ剤のヘリコプ
ターによる空中散布及び手まき散布に係る経費を計上するものであります。同じく、二重丸、２１世紀北の森づくり
推進事業に要する経費１３万３，０００円は、森林の環境保全と地球温暖化防止のため、未立木地に植林を実施する
森林所有者の負担軽減のため、補助金を交付するものであります。
　７款商工費は９，９８３万２，０００円で、昨年と比較して２０８万円の減となります。
　１目商工振興費の二重丸、スイートロード事業に要する経費でスイートロード事業補助金２２０万円は、お菓子の
魅力でまちのイメージアップと市内外消費者の誘致を図るため、菓子組合、関係関連団体、砂川市で構成するスイー
トロード協議会が展開する市民ボランティアガイドを活用する応援団事業、砂川商店会連合会とのタイアップ事業で
ある商店会レベルアップ事業及び体験型事業にかかわる経費を補助するものであり、北海道市町村振興協会のいきい
きふるさと推進事業助成金１００万円を受けて実施するものであります。
　３目観光費の一つ丸、宣伝誘致活動に要する経費で観光パンフレット発行費４５万２，０００円は、平成１７年度
に作成した観光パンフレットの更新に係る経費で、１万部作成するものであります。
　次に、３１ページ、８款土木費は１０億４５９万６０００円で、昨年と比較して１億２，１７１万２，０００円の
増となりますが、継続事業である南吉野団地建設事業費の増及び石山団地建設事業の皆増が主な要因であります。
　２目道路橋梁維持費で二重丸、道路橋梁の修繕工事費９０万円は、駄馬の沢川泥ため枡土砂除去工事であります。
同じく、二重丸、除雪機械整備に要する経費２，９５２万９，０００円は、平成６年に購入したロータリー除雪車の
更新に係る経費であります。
　３目道路橋梁新設改良費の二重丸、道路橋梁新設改良事業費２億２，５７４万円は、記載のとおり道路改良舗装工
事１５路線のほか、測量調査設計１０路線等に係る経費であります。
　１目市営住宅管理費の一つ丸、市営住宅の管理に要する経費で草刈り等謝礼２２万円は、自主的に団地内公園、緑
地帯の草刈りを行う町内会等に対して刈り払い機等を貸与し、謝礼金を支払うもので、本年度は三砂団地自治会、三
砂ふれあい団地１号棟自治会、２号棟自治会及び宮川中央団地町内会に対するものであり、備品購入費２９万円は貸
与する刈り払い機等購入に係る経費であります。同じく、火災警報器設置業務委託料１００万円は、消防法の改正に
より住宅用火災警報器の設置が義務づけされたことから、平成１９年度から３カ年で計画的に市営住宅に設置するも
ので、本年度は宮川中央団地５７０戸１，７１０基で、３カ年で１，２７０戸３，５９１基を設置するものでありま
す。同じく、工事請負費２，６３０万円は、東町団地排水管改修工事及び寺町団地屋根改修工事であります。同じ
く、一つ丸、改良住宅の管理に要する経費で草刈り等謝礼３０万円、火災警報器設置業務委託料８５０万円、備品購
入費３６万円は、市営住宅管理に要する経費と同じであります。同じく、宮川中央団地高齢改善工事費７５０万円
は、西６条１号棟から３号棟までの１階の住戸と共用部に手すりの設置及び段差解消などの改善を行うものでありま
す。
　２目住宅管理費の二重丸、ハートフル住まいる推進事業に要する経費２，１０６万５，０００円は、高齢者等安心
住まいる住宅改修補助金、永く住まいる住宅改修補助金、まちなか住まいる等住宅促進補助金の３つの事業として実
施するものであり、なお新たに永く住まいる住宅改修補助金につきましては、耐震改修を行う場合には助成額を増額
するものであります。
　３目市営住宅建設費で二重丸、南吉野団地建設事業費２億８，８０３万円は、砂川市公営住宅ストック総合活用計
画に基づき南吉野団地の現地建てかえを行うものであり、平成１９年度、２０年度の継続事業分及び平成２０年度、
２１年度の継続事業分のうち平成２０年度実施分のほか、道路、駐車場の造成に係る経費であります。同じく、二重
丸、石山団地建設事業費２，２３７万２，０００円も砂川市公営住宅ストック総合活用計画に基づき石山団地の現地
建てかえを行うものであり、５棟４０戸分の設計、現況測量、地質調査、用地確定測量委託及び移転補償に係る経費
であります。
　９款消防費は３億７，４３５万８，０００円で、昨年と比較して２，９３７万１，０００円の減となります。
　１目消防費の一つ丸、砂川地区広域消防組合負担金３億７，４３０万１，０００円は、２，９２８万４，０００円
の減であり、行政改革による人件費９７２万３，０００円の減及び３年に１度精算される退職手当組合納付金特別負
担金１，８３１万９，０００円の減などによるものであります。また、消防ポンプ自動車が２０年を経過し、ポンプ
機能の低下や損傷が著しく、故障時の部品の調達が困難となったことから、更新するものであります。
　１０款教育費は４億５８９万３，０００円で、昨年と比較して１，６２９万４，０００円の減となりますが、総合
体育館の屋上防水改修工事費で２，０００万円の増、地域交流センター管理委託料９４０、３９万円の減及び債務負
担行為で行っていた給食センター厨房機器借上料の終了による１，７２６万２，０００円の減が主な要因でありま
す。
　１目小学校管理費の一つ丸、学校の管理に要する経費で校舎内床ワックス塗布委託料５７万９，０００円は、空知
太小学校から毎校１校ずつ実施し、けが防止、床の延命化を図るものであります。工事請負費４３６万円は、契約体
系を見直し、電気料金の節減を図るため、豊沼小学校、中央小学校、北光小学校の受電盤を改修するものでありま
す。備品購入費２８万、２８６万３，０００円は、各小学校の経常的な備品購入費のほか、事務の効率化、簡素化の
ため教頭用パソコン５台の購入及び児童の安全確保のため自動体外式除細動器４台の購入経費であります。
　２目小学校教育振興費の一つ丸教材、教具等に要する経費で図書購入費５００万円は、学校図書の充実を図るもの
であり、寄附金分を財源とするものであります。



　１目中学校管理費の一つ丸、学校の管理に要する経費で備品購入費６６万４，０００円は、各中学校の経常的な備
品購入費のほか、事務の効率化、簡素化のため教頭用パソコン２台の購入経費であります。
　２目中学校教育振興費の一つ丸、教材、教具等に要する経費で図書購入費２００万円は、学校図書の充実を図るも
のであり、寄附金分を財源とするものであります。
　次に、３２ページ、１目社会教育費の二重丸、放課後子ども教室推進事業に要する経費９２万５，０００円は、小
学生を対象に安心、安全な子供の活動拠点として、豊沼小学校、空知太小学校、地域交流センターにおいて地域の
方々の参画を得ながら、勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流等の取り組みを行うための指導員等謝礼など
の経費であります。同じく、一つ丸、地域交流センターの運営管理に要する経費で備品購入費２５万円、図書購入費
１００万円は、子供ゾーンに寄附金を財源として専用書架及び図書を購入するものであります。
　２目体育施設費の一つ丸、総合体育館の管理に要する経費で屋上防水改修工事費２，０００万円は、築後２８年を
経過し、アリーナ屋上の防水用アスファルトマットが劣化し、また笠木が腐食していることから、これを改修するも
のであります。同じく、備品購入費５２万６，０００円は、屋内消火栓ホース及びトレーニングルームを廃止し柔道
場を設けることから、畳と床の間の衝撃を和らげる柔道用緩衝マット購入に係る経費であります。
　１目給食センター費の一つ丸、学校給食の実施に要する経費で維持管理委託料１３０万１，０００円は、ボイラー
及び庁舎維持管理員の委託料であります。
　１１款公債費は２５億４，９５０万９，０００円で、昨年と比較して３億５，９７２万３，０００円の増となりま
すが、１目元金の一つ丸、地方債償還元金で公的資金補償金免除繰上償還４億４，５３４万７，０００円が主な要因
であります。これは、従来公的資金の繰上償還については利子相当額の補償金が必要とされておりましたが、地方自
治体の公債費負担軽減のため、平成１９年度から２１年度までの国の臨時的臨時特例措置として、財政健全化計画を
策定し、補償金、砂川市の場合は７，８００万円程度でございますけれども、補償金を上回る行財政改革に取り組む
場合、実質公債費比率が１８％以上の団体は年利５％以上の残債の一部について補償金を免除された繰上償還が認め
られるものであり、これを低利な民間資金に借りかえできるとされたことによるものであります。
　１２款諸支出金は２２億９，８１４万７，０００円で、昨年と比較して９，４８０万４，０００円の減となりま
す。増減については記載のとおりでありますが、４目老人医療会計繰出金２，０１０万３，０００円は、平成２０年
度から後期高齢者医療保険制度に移行するため、約１カ月分の医療費などに対する繰出金であります。
　６目後期高齢者医療会計繰出金２億４，１０３万３，０００円は、皆増であります。
　１３款職員費は１４億１８８万円で、昨年と比較すると１億１，６２２万２，０００円の減となりますが、これは
平成１９年度に精算した３年に１度の退職手当組合納付金特別負担金６，０６９万４，０００円の減と特別職の給与
削減及び行政改革による職員人件費削減分等５，５５２万８，０００円によるものであります。
　以上が歳出であります。
　次に、歳入について申し上げますが、４枚戻っていただき、２５ページをごらんいただきたいと存じます。主なも
ののみ説明をしてまいります。
　１款市税は２２億４７３万９，０００円で、昨年と比較して１，６１７万１，０００円の減となります。内訳とし
ましては、個人市民税の特別徴収分でございますけれども、これの税源移譲分等による増や軽自動車税の税率見直し
による増はあったものの、固定資産税で償却資産の減のほか、たばこ税で販売本数の減による１，９１６万円の減が
主な要因であります。
　２６ページ、１０款地方交付税は４０億９，０００万円で、昨年と比較して１億６，０００万円の増となります
が、これは普通交付税で平成１９年度当初予算は３４億８，０００万円としましたが、当初見込みほど減額されず、
決定額は予算より１億９９５万４，０００円増の３５億８，９９５万４，０００円となったことから、２０年度当初
予算は１９年度決定額をベースに、地方財政計画に基づき、公債費、事業費補正分を除いた個別算定経費で１％の
減、人口と面積による包括算定経費で２．５％の減とし、新たに創設された地方再生対策費５，６５３万３，０００
円と公債費事業費補正分の増も加算して３６億４，０００万円と見込み、特別交付税につきましては地方財政計画で
は変更がないことから、１９年度と同額の４億５，０００万円と見込み、交付税総額で４０億９，０００万円とした
ことによるものであります。
　１６款財産収入１，５４１万８，０００円は、昨年と比較して５，６０３万８，０００円の減となりますが、１９
年度に北保育所用地など７件の財産の売り払いがあったことによる減であります。
　１８款繰入金３，４８０万８，０００円は、昨年と比較して５億１０４万１，０００円の減となりますが、歳入で
は地方交付税で１億６，０００万円の増、歳出では人件費で１億３，１４５万３，０００円の減、公債費で８，４８
７万７，０００円の減、行政改革による７，０００万円ほどの経常経費の減などによる財政調整基金等各基金からの
繰入金の減によるものであります。
　２０款諸収入は８億５，５２６万１，０００円で、昨年と比較して２億４，６５５万２，０００円の減となります
が、砂川振興公社貸付金収入１億６，８００万円を長期貸付金としたことによる減と福寿園解体工事負担金６，１２
１万５，０００円の皆減が主なものであります。
　２１款市債１０億２，３８０万円は、昨年と比較すると４億６，８９０万円の増となりますが、公的資金補償金免
除借換債４億４，４６０万円の増が主なものであります。
　以上が歳入でありますが、予算書の１９２ページ以降には、給与費明細書、継続費に関する調書、債務負担行為に
関する調書、地方債に関する調書を添付してございますので、ご高覧の上、よろしくご審議いただきますようお願い
を申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　午後１時まで休憩します。
休憩　午前１１時４２分
再開　午後　０時５９分
〇議長　北谷文夫君　休憩中の会議を再開します。
　午前中に引き続いて理事者の提案説明を求めます。
　市民部長。
〇市民部長  井上克也君  （登壇）　私から議案第８号、１０号、１１号、１２号の４議案についてご説明申し上げ
ます。
　初めに、議案第８号　平成２０年度砂川市国民健康保険特別会計予算についてご説明申し上げます。
　２０７ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２５億
４，９４４万７，０００円と定めるものであります。
　第２条は、一時借入金であり、一時借入金の最高額は３億円と定めるものであります。
　第３条は、歳出予算の流用であり、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内で
のこれらの経費の各項の間の流用をすることができると定めるものであります。
　それでは、歳出からご説明申し上げます。２３８ページをお開き願います。１款総務費、１項１目一般管理費で対
前年比１７４万４，０００円の増は、主に一般管理事務に要する経費のうち高額療養費支給システム改修委託料２３
３万９，０００円の計上によるものであり、これは高額介護合算制度及び高額療養費の制度改正に対応するシステム
改修のための経費であります。
　２４０ページをお開き願います。２目運営協議会費で対前年比１０万９，０００円の減は、主に運営協議会の開催
数及び委員報酬日額の減によるものであります。



　２項１目賦課徴収費で９万５，０００円の増は、主に１１節需用費で納付書印刷に係る印刷製本費の増によるもの
であります。
　３項１目特別対策事業費で６４万９，０００円の減は、主に医療費適正化対策に要する経費で、レセプト点検員報
酬及び印刷製本費の減のほか収納率向上対策に要する経費で、その他の経費として印刷製本費の減によるものであり
ます。
　２４４ページをお開き願います。２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費で対前年比５億３，１００万
円の増は、平成１９年度まで退職被保険者であった方のうち６５歳から７４歳までの方が平成２０年４月からの制度
改正により一般被保険者となり、増となることによるものであります。
　２目退職被保険者等療養給付費で対前年比４億８，３００万円の減は、今ほどご説明させていただきましたが、制
度改正により退職被保険者は６４歳以下の方となることから、減となるものであります。なお、一般被保険者分及び
退職被保険者分に係る療養給付費につきましては、平成１９年度決算見込額とほぼ同額で計上しており、これは通常
の医療費の伸びを５％増といたしましたが、平成２０年度からの診療報酬改定で約１％の減及び７０歳から７４歳ま
での保険者負担額が９割から８割に引き下がることにより約４％の減を見込んだことによるものであります。
　３目一般被保険者療養費で４２０万円の増、４目退職被保険者等療養費で２８０万円の減は、制度改正によるもの
であります。
　５目審査支払手数料で２０万円の増は、件数の増によるものであります。
　２項１目一般被保険者高額療養費で対前年比４，１００万円の増、２４６ページの２目退職被保険者等高額療養費
で４，０００万円の減は、これまた制度改正によるものであります。
　３目一般被保険者高額介護合算療養費で５０万円、４目退職被保険者等高額介護合算療養費で２０万円は、医療制
度改革により本年４月から新たに実施されるものであります。高額介護合算制度は、医療保険の患者負担と介護保険
サービスの利用者負担の両方で自己負担がある場合に、所得に応じた限度額を設定し、年単位での合計額がこの限度
額を超える分について高額療養費として支給するものであります。
　３項移送費については、特に申し上げることはございません。
　４項１目出産育児一時金で３５０万円の減は、件数の減によるものであります。
　５項１目葬祭費で１５０万円の減は、医療制度改革により本年４月から７５歳以上の被保険者が後期高齢者医療制
度に移行するため、国保で約２，６００人の被保険者が減少することによるものであります。
　２４８ページをお開き願います。３款後期高齢者支援金等、１項１目後期高齢者支援金で２億４４５万３，０００
円、２目後期高齢者関係事務費拠出金で３万３，０００円は、医療制度改革に伴い、これまでの老人保健医療費拠出
金及び老人保健事務費拠出金が廃止され、それにかわるものとして新たに創設されるものでありますが、１年間の医
療費は３月から２月診療分であり、本年度は平成２０年４月から平成２１年２月診療分までの１１カ月分が対象とな
るものであります。
　２５０ページをお開き願います。４款前期高齢者納付金等、１項１目前期高齢者納付金で４７万１，０００円、２
目前期高齢者関係事務費拠出金で３万円は、医療制度改革に伴い６５歳から７４歳までの被保険者に対する前期高齢
者制度が創設されることから、納付金及び事務費に要する経費であり、今ほどご説明申し上げました後期高齢者支援
金と同様に１１カ月分の経費となっております。
　２５２ページをお開き願います。５款老人保健拠出金、１項１目老人保健医療費拠出金で対前年比３億１，６８４
万６，０００円の減、２目老人保健事務費拠出金で対前年比６８７万８，０００円の減は、今ほどご説明申し上げま
したとおり本年４月から後期高齢者支援金等に変わることにより、老人保健医療費拠出金及び老人保健事務費拠出金
は平成２０年３月診療分の１カ月分の拠出となることから、対前年比で大幅な減額となるものであります。
　２５４ページをお開き願います。６款介護納付金、１項１目介護納付金は、対前年比６００万円の減となります
が、平成１９年度決算見込みと同額を見込んだところであります。
　２５６ページをお開き願います。７款共同事業拠出金で対前年比３，２００万円の増は、１項１目高額医療費共同
事業医療費拠出金で１，０００万円の増、３目保険財政共同安定化事業医療費拠出金で２，２００万円の増を見込ん
だことによるものであります。
　２５８ページをお開き願います。８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費で１，０５８万８，０００円
は、本年４月から保険者に義務づけられる特定健康診査等に要する経費であります。主な経費として、通信運搬費２
８万２，０００円は、対象者への通知を行う郵送料及び北海道国民健康保険団体連合会との情報の送受信のための回
線利用料であります。健診委託料８９１万２，０００円は、健診委託機関への委託料でありますが、４０歳から７４
歳までの国保加入者４，３２４人のうち３５％の受診率で１，５１３人の健診受診者を見込んだところであります。
電算業務委託料４４万１，０００円は、特定健診等のデータ管理を北海道国保連合会に委託するための経費でありま
す。電算システム機器借上料３０万６，０００円は、特定健診等のデータ管理システムとしてパソコンウイルスソフ
ト及び周辺機器のリース代であります。保健師派遣事業負担金５１万３，０００円は、北海道国保連合会が保健事業
の積極的な推進を図ることを目的に実施する保健師派遣事業に対し、経費の２分の１を砂川市国保が負担するもので
あります。その他の経費１３万４，０００円は、９節旅費及び１１節需用費であります。
　２項１目疾病予防費で対前年比３５３万２，０００円の減は、主にこれまで健康づくりの普及啓発事業として実施
してまいりました健康まつりについて、事業の目的達成と今後特定健診等に重点的に取り組むことから平成２０年度
以降実施しないことによる減及びこれまでの国保加入者に対する基本健診負担金が特定健診等事業費に移行となり、
減となることによるものであります。新規事業の健診委託料１６万８，０００円は、砂川市国保が独自に３５歳から
３９歳までの国保加入者を対象に実施する健康診査に要する経費であります。
　２６２ページをお開き願います。９款基金積立金及び２６４ページの１０款公債費については、特に申し上げるこ
とはございません。
　２６６ページをお開き願います。１１款諸支出金、１項１目一般被保険者過年度過誤納還付金で対前年比４０万円
の増は、還付対象者の増を見込んだことによるものであります。
　２６８ページをお開き願います。１２款前年度繰り上げ充用金、１項１目前年度繰り上げ充用金で対前年比４，４
２５万７，０００円の減は、平成１９年度の収支不足を２，０３１万６，０００円と見込んだことによるものであり
ます。
　２７０ページの１３款予備費については、特に申し上げることはございません。
　歳入につきましては、２１３ページ、総括でご説明させていただきます。１款国民健康保険税は４億２，２８５万
６，０００円で、対前年比１億７，７５９万７，０００円の減となります。これは、４月から後期高齢者医療制度が
創設されるため、７５歳以上等の国保加入者もすべて移行することとなり、また退職被保険者の対象が７４歳以下か
ら６４歳以下になることにより、約８５％の方が一般被保険者に移行することとなります。このことにより、一般被
保険者分で２，５９４万３，０００円、退職被保険者分で１億５，１６５万４，０００円、合計１億７，７５９万
７，０００円の減となるものであります。
　２款国庫支出金は、５億６，７８３万７，０００円で、対前年比９，７４８万３，０００円の減は、特定健康診査
等負担金１００万７，０００円を新規で計上しておりますが、療養給付費等負担金及び普通調整交付金の算定上、医
療制度改革により創設された前期高齢者交付金分を対象医療費から減額することとなり、減となるものであります。
　３款療養給付費等交付金は２億２，８４９万８，０００円で、対前年比４億３，０５０万８，０００円の減は、医
療制度改革に伴い、退職被保険者が大幅に減少することによるものであります。



　４款前期高齢者交付金７億２，６００万円は、医療制度改革により創設されたものであり、保険加入者全体のうち
６５歳から７４歳までの前期高齢者の割合が全国の平均約１１．４％を超えた場合交付金が交付されることとなって
おり、砂川市国保の場合前期高齢者の割合が約４１％となっており、約３０％全国平均を上回っていることから、ル
ール分として交付されるものであります。
　５款道支出金は８，５２０万７，０００円で、対前年比８２９万３，０００円の減は特定健康診査等負担金１００
万７，０００円を新規で計上しておりますが、普通調整交付金の算定上、医療制度改革により創設された前期高齢者
交付金分を対象医療費から減額することとなり、減となるものであります。
　６款財産収入については、特に申し上げることはございません。
　７款共同事業交付金は３億２，４００万円で、対前年比３，２００万円の増は、高額医療費共同事業交付金及び保
険財政安定化事業交付金の増を見込んだものであります。
　８款繰入金は１億７，６０１万５，０００円で、対前年比３，９９５万円の減は、負担ルール分で一般会計繰入金
が減となるもので、主に保険基盤安定分及び財政安定化支援事業分の減によるものであります。
　９款繰越金については、特に申し上げることはございません。
　１０款諸収入は１，９０３万１，０００円で、対前年比８，６３２万５，０００円の減は、特定健康診査負担金を
新規で計上しておりますが、平成２０年度の財源として見込むことのできない雑入の減によるものであります。な
お、平成２１年度予算からの繰り上げ充用金での補てん額は、１，５７８万２，０００円を見込んでいるところであ
ります。
　以上が歳入でありますが、予算書の２７２ページ以降には、給与費明細に係る調書を添付しておりますので、ご高
覧の上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
　続いて、議案第１０号　平成２０年度砂川市老人医療事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
　３２５ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億
３，９５１万６，０００円と定めるものであります。
　第２条は、一時借入金であり、一時借入金の借り入れ最高額は２，０００万円と定めるものであります。
　初めに、医療制度改革について申し上げます。本年４月から後期高齢者医療制度が創設されることに伴い、老人保
健制度が後期高齢者医療制度に移行することとなりますので、老人医療事業特別会計の平成２０年度予算は、平成２
０年３月診療分１カ月分のみとその他精算請求分及び過誤納調整分等の予算となります。このことから、平成２０年
度歳入歳出予算の総額は前年度予算額と比較して２２億９，５０６万２，０００円の大幅な減となっております。
　それでは、歳出からご説明申し上げます。３４４ページをお開き願います。１款総務費は、１項１目一般管理費６
５万２，０００円で、前年度比３６１万７，０００円の減。
　３４６ページ、２款医療諸費は、１項１目医療給付費から４目高額療養費まで２億３，８８５万８，０００円で、
前年度比２２億９，１４０万円の減。
　３４８ページ、３款公債費は、１項１目公債利子５，０００円で、前年度比４万５，０００円の減。
　３５０ページ、４款諸支出金は、１項１目過年度過誤納還付金１，０００円で、前年度と同額であります。
　歳入につきましては、３２９ページ、総括でご説明させていただきます。１款支払基金交付金は１億２，２２５万
６，０００円で、前年度比１１億７，３０４万８，０００円の減、２款国庫支出金は７，７７２万２，０００円で、
前年度比７億４，５８０万２，０００円の減、３款道支出金は１，９４３万円で、前年度比１億８，６３８万１，０
００円の減、４款繰入金は２，０１０万３，０００円で、前年度比１億８，９８３万１，０００円の減で、いずれも
保険者負担額ルール分の減等によるものであります。
　５款繰越金１，０００円及び６款諸収入４，０００円は、前年度予算と同額であります。
　以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
　続いて、議案第１１号　平成２０年度砂川市介護保険特別会計予算についてご説明申し上げます。
　予算書の３５３ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ
ぞれ１３億２，７８０万５，０００円と定めるものであります。
　第２条は、一時借入金で、一時借入金の借り入れの最高額は１億円と定めるものであります。
　第３条は、歳出予算の流用であり、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内で
のこれらの経費の各項の間の金額を流用することができると定めるものであります。
　それでは、歳出からご説明申し上げます。３８０ページをお開き願います。１款総務費、１項１目一般管理費で対
前年比７９万７，０００円の増は、主に第４期介護保険事業計画策定に要する経費の増によるものであります。
　２項１目賦課徴収費４，０００円の増は、納入通知書印刷に係る需用費の増によるものであります。
　３８２ページ、３項介護認定審査会費３５万２，０００円の増は、２目認定調査費で主治医意見書手数料及び調査
委託料の増によるものであります。
　３８４ページ、２款保険給付費で対前年比１億７６４万円の増は、１項３目施設介護サービス給付費で３，６００
万円の増、３８６ページの２項１目介護予防サービス給付費で１，８４２万円の増及び３９０ページの４項１目特定
入所者介護サービス費で３，６００万円の増が主なものであります。
　続いて、３９４ページをお開き願います。４款基金積立金７４１万３，０００円の減は、保険給付費の増による介
護給付費準備基金積立金の減によるものであります。
　３９６ページの５款地域支援事業費２７４万９，０００円の増は、１項１目介護予防特定高齢者施策事業費で保健
師賃金及び生活機能評価委託料の増等により４８０万９，０００円の増及び４００ページの２項２目任意事業費で在
宅老人配食サービス委託料の減等により１８６万３，０００円の減などによるものであります。
　４０４ページ、７款諸支出金１０万５，０００円の増は、過年度過誤納還付金の増によるものであります。
　歳入につきましては、３５９ページ、総括でご説明申し上げます。１款保険料で対前年比３９６万４，０００円の
増は、被保険者数の増によるものであります。
　２款分担金及び負担金８９万６，０００円の減は、地域支援事業の実施に伴う自己負担金の減によるものでありま
す。
　３款国庫支出金２，６６９万２，０００円の増は、保険給付費、地域支援事業費の負担ルール分の増及び調整交付
金の増によるものであります。
　４款支払基金交付金３，４４１万２，０００円の増及び５款道支出金２，１６３万円の増につきましては、保険給
付費、地域支援事業費の負担ルール分の増によるものであります。
　６款財産収入６万１，０００円の増は、介護給付費準備基金運用利子の増によるものであります。
　７款繰入金１，８３７万１，０００円の増は、保険給付費の一般会計負担ルール分の増及び介護給付費準備基金を
繰り入れ、収支の均衡を図るものであり、８款繰越金と９款諸収入につきましては、前年度と同額であります。
　なお、予算書の４０６ページ、４０７ページには給与費明細に係る調書を添付しておりますので、ご高覧の上、よ
ろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
　続いて、議案第１２号　平成２０年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算についてご説明申し上げます。
　４０９ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億
４，５７０万４，０００円と定めるものであります。
　それでは、歳出からご説明申し上げます。４２２ページをお開き願います。１款総務費、１項１目一般管理費で７
１万５，０００円は、主に１１節需用費の消耗品費、印刷製本費、１２節役務費の通信運搬費及び１３節委託料の後



期高齢者システム保守点検委託料であります。
　２項１目徴収費で８８万１，０００円は、主に１１節需用費で納付書に係る印刷製本費、１２節役務費で納付書回
線利用に係る通信運搬費、口座振替に係る手数料及び１３節委託料で窓口端末保守点検等委託料であります。
　４２４ページをお開き願います。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で
４億４，２９３万５，０００円は、事務費分負担金、保険料分負担金、保険料軽減分に係る保険基盤安定分負担金及
び医療費に係る療養給付費分負担金であります。
　４２６ページをお開き願います。３款保健事業費、１項１目保健保持増進事業費で１０７万３，０００円は、主に
１２節役務費で健康診査の案内及び結果に係る通信運搬費、１３節委託料で市内医療機関への後期高齢者健康診査委
託料であります。
　４２８ページをお開き願います。４款予備費では、１０万円を計上するものであります。
　歳入につきましては、４１３ページ、総括でご説明させていただきます。１款後期高齢者医療保険料で２億３５９
万５，０００円は、後期高齢者医療制度創設により７５歳以上等の方すべてが加入することとなり、北海道後期高齢
者広域連合が定めた保険料率に基づき、対象者２，９４８名の被保険者の方々からの保険料収入見込額であります。
　２款繰入金で２億４，１０３万３，０００円は、一般会計繰入金であり、広域連合及び砂川市の事務費分、保険料
軽減分に係る保険基盤安定分及び平成２０年４月から平成２１年２月までの医療費に係る砂川市負担分であります。
　３款諸収入で１０７万６，０００円は、主に広域連合から受託する健康診査に係る受託事業収入であります。
　以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　建設部長。
〇建設部長  西野孝行君  （登壇）　議案第９号　平成２０年度砂川市下水道事業特別会計予算についてご説明申し
上げます。
　２８１ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３
億６０４万５，０００円と定めるものであります。
　第２条は、地方債であり、２８４ページ、第２表、地方債に記載のとおり限度額を５億７，９７０万円と定めるも
のであります。
　第３条は、一時借入金であり、一時借入金の借り入れ最高額を３億円と定めるものであります。
　予算の主な内容につきましては、３０２ページの歳出から前年度との比較でご説明いたします。１款下水道費、１
項下水道整備費、１目一般管理費で１万８，０００円の減は、２７節公課費で消費税納付額の増がありますが、人事
異動と給与改定による人件費の減が主なものであります。また、公共下水道事業の事業再評価を行うに当たり、砂川
市都市計画審議会の審議に付すため、８節報償費として事業評価委員報償９万８，０００円を見込んでいるところで
あります。
　２目維持管理費で４万９，０００円の減は、３０５ページ、１９節負担金補助及び交付金で、中空知広域水道企業
団への下水道使用料算定等事務委託負担金の負担率について経過措置が終了することにより、平成２０年度から１０
０％負担となることによる増がありますが、流域下水道組合負担金の水量負担が減となること及び１３節委託料で管
渠清掃及びポンプ場維持管理委託の一部委託業務見直しによる減が主なものであります。
　３０６ページ、４目公共下水道整備事業費８万１，０００円の減は、工事請負費が増となりますが、人件費と委託
料の減が主なものであります。本年度事業としましては、３０７ページ、説明欄に記載のとおり、補助事業として汚
水管渠工事２本と雨水管渠工事１本で延長３４９メートルを予定しております。
　３０８ページ、５目流域下水道整備事業費３９万７，０００円の減は、北海道が施工する流域下水道の事業費が減
少したことによる工事負担金の減が主なものであります。
　３１０ページ、２款個別排水処理事業費、１項１目個別排水処理事業費２５万９，０００円の減は、１３節委託料
で浄化槽維持管理委託業務の見直しによる減が主なものであります。
　３１２ページ、３款公債費３億１８６万２，０００円の増は、平成１９年度から平成２１年度までの３カ年で実施
する利率５％以上の起債を対象とした繰上償還であり、平成２０年度においては民間資金の借りかえにより３億２，
５７２万３，０００円の繰上償還を行うための増が主なものであります。
　続きまして、歳入につきましては、２８５ページの総括でご説明いたします。１款分担金及び負担金６２９万８，
０００円の減は、下水道整備区域の減少に伴う現年付加分の下水道受益者負担金の減が主なものであります。
　２款使用料及び手数料５０９万円の減は、滞納繰り越し分収納率の見直しによるものが主なものであります。
　３款国庫支出金については、公共下水道整備の補助対象事業費が前年と同額であり、増減はありません。
　４款繰入金１，４４９万円の減は、公債費の償還利子の減が主なものであります。
　６款諸収入１９６万５，０００円の減は、水洗便所改造資金貸付件数の減少及び償還終了による貸付金元利収入の
減と給与改定等に伴う中空知広域水道企業団から砂川市への事務負担金の減が主なものであります。
　７款市債３億２，８９０万円の増は、事業費の減少により流域下水道整備事業債が減となりますが、繰上償還に伴
う借換債３億２，５３０万円を借り入れることによる増が主なものであります。
　なお、３１６ページ以降は関連調書を添付しておりますので、ご高覧をいただき、よろしくご審議賜りますようお
願いいたします。
〇議長　北谷文夫君　市立病院事務局長。
〇市立病院事務局長　奥山　昭君　（登壇）　議案第１３号　平成２０年度砂川市病院事業会計予算につきましてご
説明申し上げます。
　初めに、１ページをごらんください。第２条は、本年度の業務の予定量を病床数５２１床、年間患者数は入院を１
４万８，５５５人、外来で２５万９，７００人とし、１日平均患者数では入院を４０７人、外来は１，０６０人を予
定したところであります。主要な建設改良事業は、１、改築事業及び２、医療機械器具整備事業を実施するものであ
ります。改築事業につきましては、平成１８年度からの継続事業であった実施設計業務を完了し、平成２０年度当初
予算では工事に係る継続費を計上させていただいたところであります。改築規模でございますが、新本館は鉄骨鉄筋
コンクリートづくり地上７階建て、免震構造とし、南館は鉄骨造地上６階建て、耐震構造としてまいります。また、
駐車場につきましては、現院舎を解体した跡地に立体駐車場を建設し、渡り廊下で新本館、南館と接続していくもの
であります。なお、病院改築工事概要につきましては、４９ページから附属説明資料ナンバー１を添付しております
ので、ご高覧いただきたいと存じます。
　第３条は、収益的収入及び支出でありますが、病院事業収益及び費用をそれぞれ１０８億１，７３２万円と定める
ものであります。
　２ページをお開きください。第４条は、資本的収入及び支出でありますが、資本的収入は１７億２，６５９万９，
０００円、資本的支出は２３億１，５５７万９，０００円と定めるものであります。
　第５条は、継続費でありますが、改築事業に係る工事請負費、工事監理費の継続費総額及び年割り額であります。
改築事業は、約４年に及ぶ期間を必要とすることから、工事請負、工事監理に係る予算を一括してご承認いただこう
とするものであります。
　第６条は、企業債でありますが、改築事業として１２億４，６００万円、医療機械器具整備事業として１億６，２
００万円、総額を１４億８００万円と定めるものであります。起債の方法、利率、償還の方法は、それぞれ記載のと
おりであります。
　第７条は、一時借入金の限度額を３億円と定めるものであります。



　第８条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を職員給与費で５３億８，０１２万７，０００
円、公債費で２５０万円と定めるものであります。
　第９条は、棚卸資産の購入限度額を２５億９，８８５万５，０００円と定めるものであります。
　第１０条は、重要な資産の取得及び処分でありますが、医療画像情報システム、地域医療連携システムを取得しよ
うとするものであります。
　４ページをお開きください。次に、主な内容のご説明を申し上げます。収益的収入でありますが、１項医業収益は
１０１億３，８３３万７，０００円で、前年度より２億３，７４１万３，０００円の増であります。この主な内容と
しましては、１目入院収益で前年度より９，１４９万３，０００円増の６６億８４６万９，０００円で、１人当たり
の医療費では前年度より２，６８７円増の４万４，４８５円を予定したところであります。
　２目外来収益は、前年度より１億４，１１２万２，０００円増の３３億９，８１７万４，０００円で、１人当たり
の医療費では前年度より１，２８９円増の１万３，０８５円を予定したところであります。
　３目その他医業収益は１億３，１６９万４，０００円で、前年度より４７９万８，０００円の増を予定したもので
あります。
　次に、２項医業外収益でありますが、５億６，０１５万７，０００円で、前年度より２，３４５万７，０００円の
増でありますが、１目受取利息配当金の７１８万１，０００円増は、譲渡性預金による預金利息であります。
　２目補助金は、１節補助金の説明欄に明示しましたが、主にがん診療連携拠点病院機能強化事業として７００万円
増加になったことにより、３，７２８万３，０００円としたものであります。
　３目負担金交付金は、国からの交付税算入に基づいた市からの繰入金であり、２，３５９万５，０００円の増と予
定したものです。
　６ページをお開きください。４目その他医業収益１，１３５万１，０００円の減額は、看護婦宿舎の、看護師宿舎
の入居者及び治験数減による収益減によるものであります。
　３項看護専門学校収益は、１億１，８５２万６，０００円を予定したところであります。
　４項特別利益は、３０万円を予定したところであります。
　次に、８ページをお開きください。収益的支出についてご説明いたします。１項医業費用は１０６億４，７５３万
４，０００円で、前年度より２億５，９０１万９，０００円の増であります。この主な内容としましては、１目給与
費が５２億４，４２３万７，０００円で、医師、看護師の増員に伴い、前年度より１億５，１８４万１，０００円の
増となり、２目材料費が３６億９，２８８万８，０００円で、前年度より８，７３３万７，０００円の増となりまし
たが、これは抗がん剤等の高額薬品及び検査に使用する造影剤の使用量並びに手術件数の増加による診療材料の増に
よるものであります。
　１０ページをお開きください。３目経費は１２億１，００５万９，０００円で、前年度より１万、失礼、１，８４
８万円の増であります。これは、７節光熱水費では電気の基本料増によるもので、８節燃料費では重油単価の増など
によるものであります。
　次に、１２ページにまいりまして、４目減価償却費は４億４，８１１万８，０００円であります。
　１４ページをお開きいただきたいと存じます。６目研究研修費は５，２２３万１，０００円で、前年度より９３１
万５，０００円の増で、これは道外で開催される認定看護師資格取得の研修会に参加することによる増であります。
　２項医業外費用は５，５０８万円で、前年度より３，１８８万２，０００円の減でありますが、主なものは企業債
利息の減であります。
　３項看護専門学校費用は１億９２０万７，０００円で、前年度より５４７万５，０００円の減で、これは１目給与
費で教員の人事異動に伴う減額及び１６ページにまいりまして２目経費では、１９年度と比較して暖房設備工事の終
了に伴い減額となったものであります。
　１８ページをお開きください。４項特別損失は５４９万９，０００円で、前年度より４万２，０００円の増で、こ
れは２目不納欠損で増となったものであります。
　２０ページをお開きください。次に、資本的収入でありますが、１７億２，６５９万９，０００円で、前年度より
１３億６，７０６万７，０００円の増であります。
　これは、１項企業債で改築事業に係る借り入れ予定額が１２億４，６００万円、医療機器購入に係る額が１億６，
２００万円により１２億３，１８０万円の増であります。
　２項投資償還金は１目長期貸付金償還金の増によるもので、３項補助金につきましては１目国庫補助金の増による
もので、暮らし・にぎわい再生事業補助金が１億２，８６０万６，０００円、住宅建築物耐震改修等補助金３，６４
９万１，０００円であります。
　４項出資金は、国からの交付税算入に基づいた市からの繰入金で、繰り入れ基準である企業債元金償還金の増によ
り３４４万９，０００円の増額となります。
　２２ページをお開きいただきたいと存じます。資本的支出は２３億１，５５７万９，０００円で、前年度より１３
億２，１７９万４，０００円の増であります。
　１項建設改良費、１目改築事業費の１節建設費１５億２，０４７万１，０００円は、２ページの第５条、継続費で
ご説明申し上げた工事請負費及び工事監理費の平成２０年度分であります。２節事務費６，２６７万３，０００円に
つきましては、改築に係る職員給与費及び経費であります。
　２目資産購入費は医療画像情報システム、地域医療連携システムを含む４８件の医療機器の整備を図るものであ
り、また３目住宅改築費は医師住宅３戸の改築に係るものであります。
　４目建設利息は、改築事業に係る企業債借り入れ利息であります。
　２項企業債償還金、１目元金償還金は、平成１９年度の公的資金補償金免除借換債実施により償還方法が元利均等
から元金均等に変更したため、１，９１０万３，０００円増額しましたが、利息償還額としまして３，２３４万５，
０００円の減額になります。
　３項投資、１目長期貸付金は、看護学生の学資貸付金が前年度より１名増になり、２７万６，０００円の増額にな
ります。
　２４ページ以降は、財務諸表など予算に関連する資料でありますので、ご高覧をいただきまして、よろしくご審議
を賜りますようお願い申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　以上で各議案の提案説明を終わります。

　　　　◎休会の件について
〇議長　北谷文夫君　ここでお諮りいたします。
　３月１４日は、議案調整等のため本会議を休会したいと思います。このことにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、３月１４日は休会することに決定をいたしました。

　　　　◎散会宣告
〇議長　北谷文夫君　以上で本日の日程はすべて終了しました。
　本日はこれで散会いたします。
散会　午後　１時４９分


